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衆
議
院
議
員
鉢
呂
吉
雄
君
提
出
中
華
人
民
共
和
国
の
世
界
貿
易
機
関
へ
の
加
入
議
定
書
に
基
づ
く
緊
急
関
税
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
（
平
成
六
年
条
約
第
十
五
号
。
以
下
「
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
」
と
い
う
。
）

附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
十
九
条
及
び
同
附
属
書
一
Ａ
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
（
以
下
「
一
般
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
」

と
い
う
。
）
は
、
特
定
の
産
品
の
輸
入
の
増
加
に
対
し
、
一
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
に
行
使
さ
れ
る
世
界
貿
易
機
関

（
以
下
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
の
加
盟
国
の
権
利
で
あ
る
が
、
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
第
十
二
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
中
華
人

民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
加
入
す
る
た
め
Ｗ
Ｔ
Ｏ
と
の
間
に
お
い
て

合
意
し
た
条
件
を
定
め
た
議
定
書
（
以
下
「
加
入
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
十
六
節
に
基
づ
く
経
過
的
品
目
別
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
（
以
下
「
対
中
国
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
は
、
中
華
人
民
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
産
品
の
輸
入
の
増
加

に
対
し
、
一
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
に
行
使
さ
れ
る
中
華
人
民
共
和
国
以
外
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
の
権
利
で
あ
り
、
中

華
人
民
共
和
国
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
後
十
二
年
間
に
限
り
適
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

一



発
動
要
件
に
つ
い
て
は
、
対
中
国
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
下
で
は
、
市
場
か
く
乱
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
が
、
一
般
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
下
で
は
、
重
大
な
損
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

措
置
内
容
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
下
に
お
い
て
も
、
輸
入
国
側
の
関
税
引
上
げ
又
は
輸
入
制
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

対
中
国
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
下
で
は
、
事
前
の
二
国
間
協
議
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
場
合
に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
側

が
市
場
か
く
乱
に
対
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

発
動
期
間
は
、
一
般
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
下
で
は
、
当
初
は
最
長
四
年
間
、
延
長
し
た
場
合
通
算
八
年
間
措
置
を
と
る
こ
と

が
で
き
る
の
に
対
し
、
対
中
国
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
下
で
は
、
市
場
か
く
乱
を
防
止
又
は
救
済
す
る
た
め
に
必
要
な
期

間
に
限
っ
て
の
み
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

調
査
手
続
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
下
に
お
い
て
も
、
証
拠
提
出
や
意
見
表
明
の
機
会
を
利
害
関
係
者
に
提
供
す
る
等
の

手
続
が
必
要
で
あ
る
。

暫
定
的
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
下
に
お
い
て
も
、
遅
延
す
れ
ば
回
復
し
難
い
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
危
機
的
な

事
態
が
存
在
す
る
場
合
、
二
百
日
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

対
中
国
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
下
で
は
、
中
華
人
民
共
和
国
又
は
そ
の
他
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
に
お
い
て
市
場
か
く
乱
を

二



防
止
し
又
は
救
済
す
る
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
た
結
果
、
著
し
い
貿
易
転
換
を
引
き
起
こ
す
等
の
場
合
に
は
、
一
定
の
条
件

の
下
で
、
当
該
貿
易
転
換
に
対
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

加
入
議
定
書
第
十
六
節
�
に
お
い
て
、
「
国
内
産
業
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
産
品
と
同
種
の
又
は
直
接
競
合
す
る
産
品
の

輸
入
が
、
絶
対
的
又
は
相
対
的
に
急
激
に
増
加
し
て
お
り
、
国
内
産
業
に
対
す
る
実
質
的
な
損
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
重
要

な
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
市
場
か
く
乱
が
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

第
百
五
十
四
回
国
会
に
提
出
し
た
関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
り
改
正
さ
れ
る

関
税
暫
定
措
置
法
（
以
下
「
改
正
関
税
暫
定
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
本
邦
の
産
業
に
市
場

の
か
く
乱
を
起
こ
し
、
又
は
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
加
入
議
定
書
の
規
定
等
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
事

案
に
応
じ
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

三
に
つ
い
て

加
入
議
定
書
の
中
で
は
、
「
市
場
か
く
乱
」
の
認
定
に
際
し
、
輸
入
量
、
同
種
の
又
は
直
接
競
合
す
る
産
品
の
価
格
に
対

す
る
輸
入
の
影
響
等
を
考
慮
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
市
場
か
く
乱
」
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
規
定
し
て
い
る

三



部
分
は
存
在
し
な
い
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
協
定
の
下
で
は
、
「
重
大
な
損
害
」
と
の
用
語
が
、
「
実
質
的
な
損
害
」
と
の
用
語
に
比
べ
、
よ
り
高
い
損
害

の
水
準
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
発
動
の
た
め
に
は
、
損
害
の
み
な
ら
ず
、

因
果
関
係
等
の
検
討
も
必
要
で
あ
り
、
両
者
の
発
動
要
件
を
損
害
の
み
に
注
目
し
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。

四
に
つ
い
て

「
市
場
か
く
乱
」
の
存
在
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
加
入
議
定
書
で
は
、
第
十
六
節
�
に
規
定
さ
れ
て
い
る
客
観
的
要
素

を
考
慮
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
の
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
評
価
の
対
象
と
の
相
異
に
つ
い
て
は
、
加
入
議
定
書
の
規
定
に
お
い
て

は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
の
規
定
と
異
な
り
「
同
種
の
又
は
直
接
競
合
す
る
産
品
の
価
格
に
対
す
る
輸
入
の
影
響
」
等
が
明

示
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
の
規
定
に
お
い
て
は
、
加
入
議
定
書
の
規
定
と
異
な
り
「
販
売
、
生
産
、
生

産
性
、
操
業
度
」
等
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

五
に
つ
い
て

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
に
規
定
さ
れ

四



て
い
る
事
項
の
う
ち
基
本
的
な
も
の
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
改
正
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
七
第
一
項

の
規
定
に
お
い
て
は
、
加
入
議
定
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
基
本
的
な
も
の
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
項
に
規
定
す
る
「
本
邦
の
産
業
に
起
こ
す
市
場
か
く
乱
等
の
事
実
」
の
有
無
を
判
定
す
る
基
準
と
し
て
、
加
入

議
定
書
に
示
さ
れ
た
客
観
的
要
素
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
指
標
に
基
づ
き
考
慮
す
る
か
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
柄
の
性
質
上
、
定
量
的
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

関
税
定
率
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
以
下
「
一
般
の
緊
急
関
税
措
置
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
外
国
に
お
け

る
価
格
の
低
落
そ
の
他
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
の
変
化
に
よ
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
の
輸
入
の
増
加
の
事
実
が
要
件
と
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
改
正
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
以
下
「
中
華
人
民
共
和
国
の
特
定
の
貨

物
に
係
る
緊
急
関
税
措
置
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
の
輸
入

の
増
加
の
事
実
が
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
般
の
緊
急
関
税
措
置
に
お
い
て
は
、
本
邦
の
産
業
に
重
大
な
損
害
を
与

え
、
又
は
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
実
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
華
人
民
共
和
国
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
緊
急

関
税
措
置
に
お
い
て
は
、
本
邦
の
産
業
に
市
場
の
か
く
乱
を
起
こ
し
、
又
は
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
事
実
（
以
下
「
市
場
か

五



く
乱
等
の
事
実
」
と
い
う
。
）
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
市
場
か
く
乱
等
の
事
実
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

加
入
議
定
書
第
十
六
節
�
に
い
う
協
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
市
場
か
く
乱
の
原
因
、
措
置
の
必
要
性
等
に
つ

い
て
協
議
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

協
議
の
結
果
、
合
意
が
形
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
は
、
市
場
か
く
乱
を
防
止
し
又
は
救
済
す
る
た
め
の

措
置
を
と
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
協
議
を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
中

華
人
民
共
和
国
の
と
る
措
置
が
、
市
場
か
く
乱
を
防
止
し
又
は
救
済
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
れ
ば
、
中
華
人
民
共
和
国
に
よ

る
い
わ
ゆ
る
輸
出
の
自
主
規
制
も
排
除
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

八
に
つ
い
て

加
入
議
定
書
等
に
お
い
て
、
貿
易
転
換
と
は
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
市
場
か
く
乱
を
防
止
し
又
は
救
済
す
る
措
置

が
と
ら
れ
た
こ
と
又
は
そ
の
他
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
に
お
い
て
関
税
引
上
げ
措
置
若
し
く
は
輸
入
制
限
措
置
若
し
く
は
暫
定
的

な
措
置
が
と
ら
れ
た
結
果
、
中
華
人
民
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
産
品
の
輸
入
が
増
加
す
る
こ
と
を
い
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

六



る
。
貿
易
転
換
に
対
す
る
措
置
を
と
る
た
め
に
は
、
貿
易
転
換
が
著
し
い
も
の
で
あ
り
、
中
華
人
民
共
和
国
又
は
そ
の
他
の

Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
に
お
い
て
と
ら
れ
た
措
置
が
貿
易
転
換
を
引
き
起
こ
し
又
は
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
の
決
定
が
必

要
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
決
定
の
際
に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
の
輸
入
の
市
場
占
拠
率
の
現
実
の
又
は
差
し
迫
っ
た
増

加
等
の
要
素
を
考
慮
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
関
税
定
率
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
基
本
的
な

も
の
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
改
正
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
七
第
十
項
の
規
定
に
お
い
て
は
、
加
入
議

定
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
基
本
的
な
も
の
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
項
に
規
定
す
る
貿
易
転
換
等
の
事
実
の
判
断
に
関
し
て
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
定
量
的
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

中
華
人
民
共
和
国
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
緊
急
関
税
措
置
又
は
一
般
の
緊
急
関
税
措
置
に
つ
い
て
は
、
改
正
関
税
暫
定
措

置
法
第
七
条
の
七
又
は
関
税
定
率
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
調
査
が
行
わ
れ
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
と
る
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
数
値
や
事
情
の
み

七



に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
と
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ね
ぎ
等
三
品
目
に
係
る
調
査
は
、
加
入
議
定
書
第
十
六
節
に
基
づ
く
調
査
で
は
な
い
た
め
、
御
指
摘
の
対
中
国

経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
係
る
「
前
回
の
調
査
」
に
は
該
当
し
な
い
。

十
一
に
つ
い
て

中
華
人
民
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
貨
物
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
改
正
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
七
第
一
項
に

規
定
す
る
中
華
人
民
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
に
該
当
す
る
。

八


